
要 旨 

 平成 18 年 11 月ごろ、八幡西区役所まちづくり整備課は、市道鳴水町

２号線での車両の離合を確保するため、隣接する民有地との境界付近に

擁壁を整備したが、本件工事は大勢の市民の利益になっていないと思わ

れるので、議会において、次の点について調査し、結果を報告していた

だきたい。 

記 

１ 八幡西区役所まちづくり整備課には工事金額積算の専門官がいるに

もかかわらず本件工事金額を提示しないのは不当である。市に対し、

工事金額を積算させた上で費用対効果を提示すること。 

２ 本件工事は、道路沿線の地権者との境界が明示され、道路拡幅と称

して施工されたが、同課によれば、本件と同様の工事は過去に例がな

いという。このような異例の工事を区役所まちづくり整備課の権限で

施工できるのか調査すること。 

３ 本件工事は、道路の拡幅が目的であったとされているが、そうであ

れば、当然転落防止柵が設置されているはずである。本来の目的を外

れた施工ではないかどうか調査すること。 

４ 本件工事に係る文書は市役所のどこかに保管されていると思われる。

その所在を調査すること。 
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